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令和８年度事業計画 

２０２６年事業年度活動テーマ『 清 流 』 
～Keep it Pure, Keep it True～ 

 

 
令和７年度の生命保険業界の問題について、志を同じくする仲間として、またプロフェッショナルとして、

胸を痛め、自らの仕事のあり方を改めて問い直したのではないでしょうか。 

社会からの信頼が揺らぎ、多くの会員が「自分たちの仕事の正義とは何か」を自問自答している中、まず

「透明な水」のように純粋な信頼の土台を固めるべき時ではないでしょうか。 

4万人以上の会員が背筋を伸ばし、社会に対して「私たちは決して濁らない」と宣言するために、『清流』

という言葉を、私たちが歩むべき道標にしたいと考え『清流』～Keep it Pure, Keep it True～を事業年度テ

ーマとして活動する。 

 

1. 「襟を正す」という意思表示 

今まで積み上げてきた業界の信頼性が揺らぐ中、私たちはまず自らの襟を正さなければなりません。清流と

は、一滴の濁りもない水が絶えず流れている状態を指します。澱（よど）みを一掃し、私たち一人ひとりが

透明性の高い、誠実な行動を徹底するという決意を、この言葉に込めました。 

 

2.  プロフェッショナルとしての「品格」の再構築 

お客様の大切な資産と人生に携わる私たちは、知識や技術以上に、その「佇まい」と「高潔 Integrity」

を問われています。外に向けた力強さではなく、内に秘めた凛とした美しさ、すなわち「品格」こそが、

今最も必要であり、信頼回復への最短距離であると確信しています。 

 

3.  初心への回帰 「清流」は、源流から絶えず湧き出る清らかな水によって保たれます。私たちがファイナン

シャルアドバイザーを志した時の純粋な志。その原点に立ち返り、淀みのない心でお客様と向き合う。4万

人以上の会員が、一つの「清流」となって社会に潤いをもたらす姿を理想像としていきたい。 

 

 

基本方針 
 

１．「公益社団法人」としての進化 

本部・９ブロック・５４地方協会が公益法人としての役割を果たし、会員一人ひとりが目的に資するよう

活動することで、ますます公益事業の発展と期待に応えられるよう臨んでいく。 
 

２．ＩＴの活用と促進 

ＪＡＩＦＡホームページは、広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」をはじめとする様々な有益情報を掲載し、一般の

方にも会員にも活用して頂きやすい構成としている。ホームページのアクセス数のアップにもつながるよう

ＬＩＮＥ公式アカウントも開設している。また、会員専用サイト「学習帖」は、生命保険の営業に必要な情

報を学ぶことができる。ＪＡＩＦＡホームページの活用を通じて生命保険事業の社会的理解を高め一層の公

益に資することができるよう展開させていく。 
 

３．永続的社会貢献活動への取り組み 

社会貢献活動では、「愛のドリーム募金」「ハートフルファンデーション」の活動に、ＪＡＩＦＡ全体と

しても会員一人ひとりの思いが活かされるよう社会貢献事業を推進していく。 

「愛のドリーム募金」の拡充と活動の周知をはかるため、「生命保険の日（１月３１日）全国一斉贈呈式」 

は今年も全５４地方協会にて挙行できるよう計画する。 
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  「ハートフルファンデーション」は、万一の緊急支援への要請に対応できるよう、現地との密接な連携をも

とに、迅速にこたえることができるよう支援体制を強化していく。 

 

４. 国への提言活動 

   公益社団法人として活動するうえで、お客さまの視点にたち、生命保険に関する様々な問題に公平な立場

から意見を述べています。今後も、税制改正要望では、生命保険料控除の拡充や相続税控除などについて要

望書を提出し、国民の自助努力による生活保障準備がより一層進むように尽力していく。 
 

５．一般消費者の事業参加促進 

一般消費者の方々に対しては、生命保険が自身や家族の生活を守る大切な役割を担っていることを理解し

ていただけるよう、「講演会」「研修会」「セミナー」の実施を通じて、生命保険商品をはじめとする金融

商品の正しい知識や活用が普及するように取組んでいく。 
 
６．会員増強と組織強化 

組織強化施策については、会員間の情報交換の仕組みを強化することや、本部と会社代表とのコミュニケ

ーションを密にしながら生命保険会社ごとの現状を判断しつつ強化へ向けた支援が得られるようしていく。

また、会費は本社控除による徴収システム、口座振替による納入を推進し利便性が図れるようにしていく。 

 



Ⅰ．教育啓発・情報提供活動事業 （公益目的事業 1） 
 

１．広報誌｢Ｐｒｅｓｅｎｔ｣の電子化推進◆教育 

昨今、書籍や雑誌も電子化の進展に対応し、広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」も紙媒体を廃止し、電子に移行する。 

広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」をまだ紙媒体、冊子で配布している会社があるため、印刷や配送に大きな経費が

計上されているが、完全電子化により節減したい。これにより、節減できた経費は再分配を行い、コンテンツ

や機能のさらなる充実を図っていきたい。広報部会やＩＴ推進部会とも連携し、ＩＴを駆使した広報活動を取

り入れることができるようにする。また、広報部会、ＩＴ推進部会とも連携して教育事業にて展開できること

を推進する。 

 

２．地方協会における一般消費者の方々の参加を募る講演会、研修会、セミナーなどの実施◆教育 

① 公益性向上を図り、より広く一般消費者の方々に参加していただくため講師に芸能人や著名人を招

聘し一般消費者の集客率を上げるとともに、講演会にメディアの取材を入れることによりＪＡＩＦ

Ａの公益事業のＰＲを図る。 

② 地方協会研修会への本部役員講師を派遣する。 

③ ホームページの活用により、地方協会セミナー情報を管理するなどコンテンツの充実を図る。また、

開催報告の徹底も図る。 

 

３．生命保険普及活動資料やツールの制作活用◆教育 

下記資料等の制作についても積極的に推進し、公益社団法人として果たせる役割としての、教育広報への

取り組み強化を推進する。 

① 札幌協会が企画立案し制作している、税金・年金・医療・暮らし等の情報を盛り込んだ「暮らしの

あれこれ豆知識」冊子が好評を得ており、他の地方協会にも広げていく。 

② 各地の講演会やセミナー等で、これまでに開催された年次大会ダイジェストＤＶＤを上映すること

により、公益活動のＰＲや、大阪年次大会の集客に繋げていく。 

③ ＪＡＩＦＡの持続的な発展に向けて最も重要な会員増強を図るため、本部および地方協会役員・会

員の資質向上を目的とした教育活動を推進し、広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や紹介パンフレット『Ｍ

ａｋｅ ａ ｆｕｔｕｒｅ』、講演会・セミナー等の活用に加え、ホームページやＷＥＢ版広報誌

「Ｐｒｅｓｅｎｔ」などのＩＴツールを効果的に活用していく。 

 

４．ＪＡＩＦＡ年次大会の教育事業としての役割◆教育 

企画運営委員会が公益事業活動の位置づけのもと、広く一般消費者の方々にも参加していただくための

セミナーとすべく準備を行っている。教育部会としては、セミナーを継続担当し充実を図る。「教育啓

発・情報提供」事業に位置づけ、具体的には大阪年次大会企画「お客様からの感謝の声」を公益事業の一

環とする。 

① 会員以外の一般消費者の方々の参加率の向上を図り、会員と一般消費者の方々が、生命保険制度の

正しい知識と有効性を確認し、生命保険制度の健全な普及に寄与する。 

② セミナーのプログラムは、生命保険に関する教育啓発の一環で、一般消費者の方々も含めた参加者

がともに共感しあえる場として、契約者の体験を通して生命保険の重要性を訴える内容を計画する。 

 

５．ＬＩＮＥ公式アカウント登録の推進◆ＩＴ 

ホームページへのアクセス数アップを目的にＬＩＮＥ公式アカウントを開設してきた。 

「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や「Ｍａｋｅ ａ ｆｕｔｕｒｅ」のＱＲコードからお友だち登録してもらい、登録先へ定期

的にアップデート内容を配信することで、ホームページへのコンタクト機会を増やす。ＬＩＮＥを通じて手軽にア

クセスできるようにすることで、大幅なアクセス数の改善を目指す。登録目標１０,０００件（２０２５年１０月

時点５,７１５件）を目指す。 
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６．ホームページアクセス数向上へ向けた取り組みの継続◆ＩＴ 

２０２４年１０月より、ＬＩＮＥ定期配信を月１回、もしくは２回配信。 

スポットで、各委員会の情報配信も行うことで、ＬＩＮＥアカウント経由での簡便なアクセスを周知し、定着さ

せ、アクセス数増へ繋げていく。 

あわせて、各地方協会でのホームページの積極的な活用を推進する。 

定期的な勉強会を通じて、活用をサポートしていく。 

既に、Ｐｒｅｓｅｎｔ誌面記事も、バックナンバーを含めホームページ内にて閲覧できる仕様となっており、教

育部会・広報部会とも協力しながら、ホームページからの閲覧を推奨することで、更なるペーパレス化の推進にも

繋げていく。 

令和８年度は、会員数の約７５％の月３０,０００件を目標とする。 

 

７．「ＪＡＩＦＡ学習帖」の内容リニューアルと定期配信を通じたアクセス増への取り組み◆ＩＴ 

「ＪＡＩＦＡ学習帖」の利用率は依然として低調であるため活用の推進を図る。 

教育部会・広報部会とも連携しながら、より実践的で魅力的な内容のコンテンツへの見直しも継 

続的に行う。各協会で実践している手法を広報し利用率を月６,０００件に引き上げる。 

 

８．議案書・委任状発送業務の電子化検討◆ＩＴ 

委任状は継続電子化とし、毎年の総会資料の発送・集計のスケジュールがタイトであるため、総会資料に於いて

も検討に入る。定款変更も視野に入れ、近い将来議案書も電子化可能であれば、電子上の閲覧方法・電子委任状の

送信方法・当期の活動ダイジェスト等を掲載したリーフレットも作成も検討していく。 

 

９．ＪＡＩＦＡ公式ＬＩＮＥ・会員専用学習プログラム「ＪＡＩＦＡ学習帖」の充実◆公益 

   ＩＴ推進部会と教育部会が横連携しているＪＡＩＦＡ公式ＬＩＮＥとホームページ上の会員専用サイト 

「ＪＡＩＦＡ学習帖」が、更に充実した内容となるよう必要な予算を確保する。このサイトを活用し会員の知

識が向上することで、一般消費者への質の高い情報を提供していく。また、必要に応じて運用の見直しを図

る。 

 

１０．全国規模での公益事業活動の核となる２０２６ＪＡＩＦＡ年次大会の開催の取り組み◆企画 

年次大会は、２０２６年度、大阪府での大会に臨む準備を進めていく。 

開催地：大阪府大阪市 ＡＴＣホール 

開催日：５月２９日（金）  

内 容：公益社団法人としての役割も重視して、一般消費者の方々が参加しやすく魅力あるものとする。 

 

１１．２０２７ＪＡＩＦＡ年次大会（開催地：東京）◆企画 

第２４回目となる開催に向けて、本委員会と開催地の代表者で構成された実行委員会を設置し２０２７

ＪＡＩＦＡ年次大会に向けての、企画、運営、動員に携わる。 

 

１２．２０２８年度以降のＪＡＩＦＡ年次大会の検討◆企画 

２０２８年度以降の大会開催地が決定していない状況にある。ＪＡＩＦＡの大会は、動員規模が大きいこ

ともあり、場所も限定されてくるため、２０２８年度以降の大会開催地を早急に決定し、会場を確保しつつ、

当該ブロック、開催地方協会とも連携が取れるよう検討していく。 

 

  

 

Ⅱ．ボランティアおよびエコ活動事業（公益目的事業２） 
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ＪＡＩＦＡの社会貢献活動は、４万名の会員の組織力をもって、突発的大災害をはじめ高齢者への支援か

ら始まり、今日では、「未来ある子どもたちのために」とした児童支援へと広がりをもって活動を続けてき

た。 

また、社会貢献活動は寄附だけでなく「いま、私たちが出来ること」の思いをボランティア活動に取り入

れて展開してきた。 

令和８年度の社会貢献委員会は、公益事業の軸とする「愛のドリーム募金」の事業を引き続き継続させる

とともに、「かけがえのない生命とその生命を育んでいる地球環境の保護」のため「タッチ エコ！」のス

ローガンのもと、エコの視点を取り入れた社会貢献活動も引き続き行っていく。 

 

１．募金等の事業活動の展開◆社会 

愛のドリーム募金 

平成７年から基幹社会貢献事業の位置づけで積極的に取り組んできた愛のドリーム募金活動は、高齢者への

支援である「愛のドリーム号」の事業に加えて、未来を担う子供たちへの支援へも拡大し、児童養護福祉施設

などへ必要物品等を贈呈してきた。 

さらに「愛のドリーム募金」の拡充と活動の周知をはかるため、令和元年度に続き、今後毎年度「生命保険

の日（１月３１日）」にあわせて「愛のドリーム募金贈呈式」を全国５４地方協会が一斉に挙行していく活動

とした。 

「愛のドリーム募金“１月３１日生命保険の日”全国一斉贈呈式」 実施方針  

・生命保険の日である１月３１日を毎年恒例の「愛のドリーム募金贈呈式」とする。 

  ・贈呈式の記録を撮り、年次大会の社会貢献活動報告にて活用できるようにする。 

・贈呈先、贈呈品については地方協会が地域の要望に応えて対応する。 

 

２．会員以外の方々と共に協力して参加する体験型「社会貢献活動」の実施◆社会 

  （１）各種団体が主催する活動への参加 

社会貢献委員会は、広報、教育部会等と連携して、広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」やホームページに各

種団体イベント情報やＪＡＩＦＡの参加取り組情報を掲載して周知を図る。 

また、下記団体への支援では、ブロックや地方協会が参加できるように、社会貢献委員会としても

フォローしていく。 

①「リレー・フォー・ライフ」への参加を推進する 

②スペシャルオリンピックス日本への参加を推進する 

③あしながＰウォーク１０への参加を推進する 

④がん教育のセミナーに対して積極的に支援する 

⑤その他団体等の活動 

（２）人間の未来を確かにする「地球に優しいエコ活動」へ「タッチ エコ！」をスローガンとした取り組み 

年次大会へ参加者が多数集まる事を機会と捉え、タオル類、子ども向け絵本の持参協力により収集し、年

次大会開催地域の社会福祉協議会などを通じて寄附をして老人ホームや児童養護施設などで役立ててもらう

ように取り組む。また、職場や家庭内でできる「地球温暖化対策」を推進し地球環境の保護へつなげる。 

①年次大会向けて、タオル類、子ども向け絵本の収集活動を推進する。 

②地球温暖化の身近な施策へ協力する。 

（３）地方協会の地域の特色を活かした独自の社会貢献事業の推進 

① 「社会福祉協議会」と連携し、施設への慰問やイベント支援を推進する 

② 各地方協会行事開催時での持ち寄り活動を推進する 

③地域性を活かした地方協会独自の清掃奉仕活動などの取り組みを推進する 

 

３．社会貢献活動の紹介◆社会 

ブロック、地方協会、個人会員による社会貢献活動の様子を、年次大会、広報誌等で紹介する。 

 

４．ハートフルファンデーション委員会との連携◆社会 

   全国各地で頻発する大災害に対して、ハートフルファンデーション委員会と連携し、すみやかな支援を行

うことを推進する。 

 

５．ハートフルファンデーション事業◆ハト 
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ハートフルファンデーション基金は、平成２７年度から会員一人ひとりの年会費に５００円が基金に加え

られたことで毎年約２,０００万円規模の積立となり、万一の突発的災害時にＪＡＩＦＡらしい活動を行っ

ている。 

平成２４年のハートフルファンデーション設立から５年間は、突発的災害支援に加え、基金がどのように

活かされていくのか、活動の礎にもなるよう「年度ごとの期限を定めた支援」として毎年５００万円相当の

寄贈も続けてきた。 

平成２９年度からは「年度ごとの期限を定めた支援」に代わり「未来ある子どもたち」に焦点をあて、継

続して支援をしていくことで、更にハートフルファンデーション活動を展開してきた。 

さらに令和５年度から、新たな継続支援先として、ＮＰＯ法人 ジャパンハートを加えた。 

継続支援実績（平成２９年度から） 

公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 

   公益財団法人 メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパン 

   ＮＰＯ法人  日本ホスピタル・クラウン協会 

     ＮＰＯ法人  ジャパンハート（令和５年度から） 

   平成２９年度より支援してきた３団体には、１０年間は継続支援をする。 

 

６．突発的災害への支援活動◆ハト 

突発的災害が頻発する中、ハートフルファンデーション委員会と被災地のハートフル・コーディネーター 

（ＨＣ）及び地方協会長との情報連携により、初動支援金を使用して被災地が必要とされている支援物資や要

望に対して迅速で細やかな支援活動を行うことの出来る全国ネットワークが確立している。 

災害の大きさからも石川県能登に対しては、引き続き被災状況を把握しながら、復旧・復興に必要な中長

期的な支援活動を行う。 

ハートフル・コーディネーター（ＨＣ） 

・全国５４地方協会より１名。（任期は、地方協会役員と同様に１期２年。最長３期６年） 

・現職の幹事・監査役の中から選出する。（会長・相談役は不可） 

・主な役割 

① 地方協会または近隣各地域の災害時における情報収集や指令役 

② 地方協会長やハートフルファンデーション委員会との連携 

③ ハートフルファンデーションの普及活動 

 

７．「未来ある子どもたち」への支援活動◆ハト 

  「未来ある子どもたち」への支援として、「愛のドリーム募金」が協会活動として地域に根付いた活動と区

別する意味もあり、「ハートフルファンデーション」では全国的に活動を展開している団体へ支援してきた。 

   継続して支援している上記４団体以外の支援先については、地方協会からの支援要請にも対応していく。

推薦団体があれば「決定申請書（事前）」に記入の上、事業報告書、過去３年間の財務状況がわかるもの

を添えて提出してもらい、ハートフルファンデーション委員にて審議・決定する。 

 

 

 

Ⅲ．調査・提言事業（その他の事業） 

 
１．広報誌｢Ｐｒｅｓｅｎｔ｣の制作方針と頒布拡大◆教育 

公益社団法人としての取り組み強化の一環として、広報誌「Ｐｒｅｓｅｎｔ」の内容は生命保険事業を通

じた社会教育としての立場やボランティア事業の情報など公益性の高い記事を多く掲載するような施策を実

施していく。 

① 誌面上にＱＲコードを掲載して、会員だけではなく一般の読者にも手軽に読んでもらえるようにし

て、ＪＡＩＦＡへの理解を深めてもらう。また、誌面では掲載できない図表や詳細な説明をホーム

ページに掲載して、情報量を増やし充実した内容とする。 

② 紙媒体、冊子での発行部数約１２,０００部のうち、会員配布以外の約２,０００部を地方協会による

公益活動広報のため使用している。引き続き、ＱＲコードやホームページからも広報誌「Ｐｒｅｓ
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ｅｎｔ」が読むことができることをＰＲしていく。 

 

２．海外協会への協力◆企画 

ＪＡＩＦＡが協会設立時の手本とし、長きにわたり交流が続いている全米生命保険ファイナンシャルアド

バイザー協会(ＮＡＩＦＡ)へ生命保険業界の発展に寄与するために協力していく。 

 

３．ＪＡＩＦＡの公益広報活動◆広報 

①広報部会は、ホームページを一般消費者へ普及させると共に、本部と地方協会とのコミュニケーションツ

ールとしての活用を図る。 

②ＪＡＩＦＡ公式ＬＩＮＥとホームページ上の会員専用サイト「ＪＡＩＦＡ学習帖」をより多くの会員が活

用できるようアクセス増加へ向けた周知広報を行う。 

③地方協会の幹事会やセミナー等でホームページやＪＡＩＦＡ学習帖、ＪＡＩＦＡ公式ＬＩＮＥを周知、活

用してもらえるよう徹底する。 

④ＪＡＩＦＡの活動内容をＰＲする動画を積極的に活用し、状況に応じてラインナップのさらなる充実を図

る。 

 

４．ＪＡＩＦＡ紹介パンフレット「Ｍａｋｅ ａ ｆｕｔｕｒｅ」の活用◆広報 

会員増強に向け新規入会の促進と一般の方々へＪＡＩＦＡの活動を紹介するため、積極的な使用を推進して

いく。 

 

５．ＪＡＩＦＡロゴマーク・キャラクター・バッチ◆広報 

  会員にＪＡＩＦＡロゴマークや団体名、キャラクターを名刺に表記してもらうなど、継続して活用してもら

う。 

 

６．地方協会会計管理体制の機能強化と指導◆公益 

公益社団法人として、透明性、公平性、健全性を保つ運営と、地方協会へのアドバイスを継続していく。 

（１）本部・地方協会ともに講師へ支払う諸謝金(講演料)の源泉所得税徴収を徹底する。 

（２）本部は、地方協会が使途目的を明確にし、決定権限規程に基づく決定申請書の事前申請を行うよ

う指導する。 

（３）本部・地方協会ともに、次年度へ引き継がれる事業資金を明確にする。 

（４）本部は、公認会計士の指導に基づいて、地方協会が行う会計監査を指導する。 

（５）本部は、地方協会の監査役が、事業遂行の確認を徹底するよう指導する。 

（６）本部は、会費納入管理を徹底し、地方協会管理運営を指導する。 

（７）本部は、公益社団法人として透明性、公平性、健全性を全地方協会が保つようアドバイスする。 

（８）本部は、支出にかかる管理費についても経費削減を図るように全地方協会へ指導する。 

（９）本部は、令和６年度より導入したブロック活動費の新ルールが遵守されているかを検証していく。 

（１０）本部は、令和６年度より導入した地方協会の共益活動費についての新ルール、すなわち「新聞

広告掲載費」「年次大会旅費補助」「地方協会自由経費」の３つの項目に関するルールが、各地

方協会において遵守されているかを検証していく。 

 

７．組織活動におけるブロック機能強化◆公益 

（１）ブロック単位での地方活動の支援 

地方協会のみならず、ブロック単位で開催するセミナー、社会貢献活動に対し助成する。 

（２）地方協会の組織強化支援 

地方協会への担当副理事長による訪問等を促進し、組織強化支援にあたる。 

また、下記事項についても本部が支援する。 

・本部は、ブロック・地方協会が開催する公益事業研修へ本部役員講師を派遣する。 

・本部は、地方事務局体制が強化されるよう支援する。 

・本部は、組織増強奨励や地域・会社の分会設立奨励を引き続き促進する。 
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・本部は、事業を円滑に推進し組織体制を整える上で、管理システムの構築や地方事務負担の軽   

減等につながる対応を促進する。 

・本部は、地方協会、ブロック等で取り組む社会貢献活動を支援する。 

 

８．２０２６ＪＡＩＦＡ年次大会◆公益 

公益総務委員会は、企画運営委員会が中心となって企画し、開催する年次大会事業に対して、広く一般消

費者の方々の参加を促進する大会開催へ向けて適切に必要な予算を確保する。 

 

９．広報ＰＲを活用した公益活動の推進◆公益 

公益総務委員会は、広報部会が公益社団法人として活動するＪＡＩＦＡの組織や事業活動内容等の広報Ｐ

Ｒを推進するうえで、適切に必要な予算を確保する。 

 

 

Ⅳ．管理部門 

 
１．ＪＡＩＦＡの公益事業を津々浦々へ伝達するためにも会員増強への取組みは重要である。そのため、ＪＡＩ

ＦＡ加入率が全営業職員の２０％増（各協会、各ブロック、各社、それぞれ２０％増）となるよう会員増強

を目指す。◆会員 

 

２．組織強化◆会員 

（１）会員継続による組織展開の充実 

①ＪＡＩＦＡ年会費納入方法を「本社控除」へ移行 

年会費納入は、令和８（２０２６）年度を目標に、全社本社控除に移行できるよう取り組む。 

②年会費期首払いの徹底 

ＪＡＩＦＡの年会費納入ルールは、期首（３月３１日までに）一括払いとし、５月３１日までを猶予期

間としている。この年会費納入ルールを再度徹底することで、年会費納入猶予期間が終了するまでに、

当該年度の年会費の入金が終了するようにする。なお、毎年の入金サイクルが期首払いになっていない

入金は、令和８（２０２６）年度を目標に期首払いにしていただくよう調整を促す。 

③年会費送金とともに、「会費送金明細書」「会費納入者報告書」の提出を徹底（地方協会からの年会費

送金時の場合） 

地方協会が年会費を本部へ送金する際に、「会費送金明細書」と「会費納入者報告書」を提出し、入金

情報を本部事務局へ連携することとなっている。この提出がないと、年会費納入者が不明となり、事務

処理ができないため、地方協会へ提出の徹底を促す。 

④現金を取り扱わない方法での年会費徴収の徹底 

各会社による給与控除や、各地方協会口座への年会費の振込み、口座振替、Ｗｅｂ決済などを利用し、

年会費やセミナー参加費などについて現金を取り扱わないようシステム化する。 

 

（２）情報共有化の徹底（活動格差の是正）と地方協会の組織力強化 

① 本部と地方協会が情報を共有できるよう連携の強化をし、地方協会からの情報のフィードバックを

得ることにより、各地方協会間での情報・活動の格差の是正を図る。また、委員が各ブロック長や

会社代表役員と連絡をとり、会員増強を推進できるよう取り組む。 

② テレビ会議システムを構築し、旅費等経費の節減を図り会議を合理化する。 

 

（３）生命保険協会並びに生命保険会社各社等との連携強化 

① 生命保険各社訪問 

② 生命保険協会、地方生命保険協会及び公益財団法人生命保険文化センターとの連携強化 

 

３．会員増強策への取り組み◆会員 

（１）会員増強に成功している地方協会、会社の事例について研究し、情報の共有から学び、迅速な実行の

推進を図る。 

（２）会社分会・地方分会の設立の推進と積極的支援を推し進める。 

（３）新規入会キャンペーンなどを実施する。 
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（４）会社毎の現況を判断しつつ、会員増強の対応を各社事務担当者と会社代表、本部事務局とのコミュニ

ケーションを密にして相互連携により取り組む。 

 

４．公益総務委員会は、財務、税制・公益総務という事業を担当するうえで、公益法人としての事業に律する 

牽引役として活動していく。 

特に、財務面では、本部・ブロック・地方協会ともに経費節減と合理化を図り、公益事業に臨む各事業の

必要経費を確保するとともに、より有効な運営を目指していく。◆公益 

 

５．公益事業比率を高める◆公益 

   本部、９ブロック、５４地方協会毎に、事業年度予算で公益事業比率７０％以上を達成することを基本と

しているが、より一層公益性を高めるよう財務面での強化をしていく。 

 

６．事業運営にかかる管理促進◆公益 

公益総務委員会は、下記事項について担当する委員会・部会が、公益目的事業を効果的かつ安定的に推進

できるよう、各事業予算を確保する。 

（１）教育部会が担当する生命保険の役割や関連する情報を掲載した小冊子の制作と活用事業。 

（２）公益総務委員会が担当する国民や保険契約者等の保護の観点から、法律や制度上の問題、政策等への提

言のために必要となる予算を確保する。 

（３）会員増強委員会が組織拡充増強に取り組むための必要予算を確保する。 

（４）公益総務委員会は、本部事務局の会計システムなどの事務局に必要経費を確保する。 

 

７．制度上の問題点に対する取り組み◆公益 

公益総務委員会は、公益社団法人として活動するうえで、国民や保険契約者等の保護の観点から、法律や

制度上の問題点等について、公平な視点に立ち意見を発して取り組む。 

特に、税制改正による生命保険料控除制度拡充要望等にあっては、制度改正の動向を注視しつつ必要に応

じて意見や要望を提出するなどの対応を行う。 
 
８．ディスクロージャー◆公益 

公益法人は、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、

行政改革大綱（平成１２年１２月１日閣議決定）等に基づく公益法人改革の推進に資するため、各府省（国

家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。）は、インターネットによる公益法人のディスクロー

ジャーについて、必要事項をホームページにて公開することが義務付けられている。この決定に基づき、Ｊ

ＡＩＦＡも必要な情報を公開する。 
 
９． 公益法人としてのさらなる体制強化を図る◆公益 

(１)公益法人は、不特定多数の方々の利益の増進に資するよう、新たに作られた厳格な基準が課されてい

る（認定法第５条）。大きく分けると、①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準と、

②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準とがある。 

公益社団法人としてのＪＡＩＦＡは、本部・９ブロック・５４地方協会が一元化した組織と運営体制

をもって構成されている。組織の原点をもう一度認識し、公益法人としてさらなる体制強化を図る。 

また、コンプライアンス室と連携し、事務運営に内部けん制を意識してチェック体制をとるとともに、

内部統制を強化する。 

(２)委員会の横連携 

各委員会や部会が活発に事業展開するうえで、相互に関連する事業項目については、委員会の横連携を

もって、より効果的に成果をあげられるように取り組む。 

 

地方協会の事業 

地方協会においても、本部事業方針に基づき、セミナー事業や社会貢献事業を核とした公益活動をさらに積極

的に展開していくが、その規模や内容、開催方法は、地方協会各々の独自色を活かすこととする。 

各地方協会の事業計画の内容は、地方協会毎に作成する報告書及びホームページ上に掲載する。 
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記号説明（事業担当委員会） 

◆教育－ＩＴ公益推進委員会 教育部会 

◆広報－ＩＴ公益推進委員会 広報部会 

◆ＩＴ－ＩＴ公益推進委員会 ＩＴ推進部会 

◆企画－企画運営委員会 

◆社会－社会貢献委員会 

◆会員－会員増強委員会 

◆公益－公益総務委員会 

◆ハト－ハートフルファンデーション委員会 
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